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社会福祉法人 P．P．P． 

指定障害者支援施設 P.P.P.BB チャレンジャー!（短期入所） 

運 営 規 程 

 

第 １ 章  事業の目的等 

（事業の目的） 

第 １条   社会福祉法人 P.P.P.BB（以下「事業者」という。）が運営する障害者支援施設 P.P.P.BB

チャレンジャー!（以下、「事業所」という。）は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成２５年 4 月１日施行。以下「障害者総合支援法」という。）

の理念に基づいて行う指定短期入所（以下、「指定障害福祉サービス」という。）の事業に

おいて、事業所の従業者（以下「職員」という。）が、支給決定に係わる障害者（以下「利

用者」という。）に対して、身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、

排泄及び食事の提供その他の必要な支援や援助を適切かつ効果的に行うことを目的とす

る。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第 ２条   事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。 

      （１） 名 称  指定障害者支援施設 （短期入所）P.P.P.BB チャレンジャー! 

      （２） 所在地  岡山県倉敷市福田町福田２１２２－１ 

                

（提供するサービスの種類、利用定員、主たる対象者） 

第 ３条   本事業所において提供する指定障害福祉サービスの種類、利用定員は次のとおりである。 

             短期入所支援（併設型）       ４名 

    ２  事業者は、前項の利用定員を超えて指定短期入所支援（以下、「指定障害福祉サービス」

という。）の提供を行わないものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。 

    ３  本事業所において提供する指定障害福祉サービスの主たる対象者を規定しない。 

 

第 ２ 章  指定障害福祉サービスの運営方針 

（取扱方針） 

第 ４条   施設は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に指定短期入

所を提供するものとする。 

    ２  職員は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、

支援上必要な事項について、理解しやすいように説明するものとする。 

    ３  事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る

ものとする。 

 

（提供拒否の禁止） 

第 ５条   事業者は、正当な理由なく指定障害福祉サービスの提供を拒んではならない。 

 

（心身の状況等の把握） 

第  ６条   事業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるもの
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とする。 

 

（指定障害福祉サービス事業所等との連携） 

第  ７条   事業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重

視した運営を行い、市町村、教育機関、他の指定障害福祉サービス事業所等その他の保健

医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連携に努めるものとする。 

    ２  事業者は、指定障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族等に対

して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めるものとする。 

 

（指定障害福祉サービスの開始及び終了） 

第 ８条   施設は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時

的に困難となった利用者を対象に、指定障害福祉サービスを提供するものとする。 

    ２  施設は、他の指定障害者福祉サービス施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用

者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努める

ものとする。 

 

（指定障害福祉サービスの提供） 

第 ９条   施設は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用

者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行うものとする。 

    ２  施設は、指定障害福祉サービスの提供にあたっては、適切な方法により、利用者を入浴

させ又は清拭するものとする。 

    ３  施設は、指定障害福祉サービスの提供にあたっては、その利用者に対して利用者の負担

により、当該施設の職員以外の者による保護を受けさせてはならないものとする。 

    ４  施設は、指定障害福祉サービスの提供にあたっては、利用者の依頼を受けて、利用者に

対して食事の提供を行うものとする。 

    ５  前項の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、

適切な時間に提供するものとする。 

 

第 ３ 章  虐待防止のための措置 

（人権の擁護及び虐待の早期発見及び防止のための措置） 

第１０条   事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の早期発見と対応及び防止等のため、次の措置を

講ずるものとする。 

     （１） 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備・運営 

     （２） 成年後見制度の利用支援 

     （３） 苦情解決体制の整備・運営 

     （４） 虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施 

     （５） 虐待の事実を発見した際の関係機関への速やかな通報及び関係機関との連携による

対象者への再発防止に向けた支援の実施 

     （６） その他、利用者の人権の擁護、虐待防止等のために必要な措置並びに自治体が行う

調査への協力 

    ２  職員は、利用者に対し身体的苦痛や人格を辱める等の行為を行ってはならない。 
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（身体拘束） 

第１１条   事業者は、利用者の身体拘束を行わない。万一、利用者又は他の利用者、職員等の生命

又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合には、家族等の「利用者の身体拘束に伴

う同意書」に同意を受けたときにのみ、その条件と期間内において身体拘束等を行うこと

ができるものとする。 

 

第 ４ 章  職員の職種、員数及び職務内容 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第１２条   本事業所の職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

     （１） 管理者  1 名 

          管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。また、職員に法

令を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

（２） サービス管理責任者  1 名 

サービス管理責任者は、次の業務を行う。 

ア 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス施設に対する照会

等により、その者の心身の状況、当該施設における指定障害福祉サービス等の利用

状況等を把握すること。 

        イ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常

生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営む

ことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行なうこと。 

 ウ 他の職員に対する技術指導又は助言を行うこと。 

（３） 生活支援員  １名 

     生活支援員は、短期入所の提供において、必要な日常生活上の支援を行うととも

に、利用者支援の企画ならびに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに

従事する。 

（４） 栄養士  １名 

栄養士は、献立作成、栄養量計算及び給食記録並びに調理員が行う給食業務全般

の支援、利用者の栄養支援を行う。 

（５） 調理員等   

調理員は、栄養士の作成した献立に従い、日々の調理業務に従事するとともに、

各種感染症や疾病を予防するため調理場あるいは食堂等の掃除と消毒を定期的に

行い、食事環境の美化と清潔に努める。 

（６） 事務員   1 名 

事務員は、庶務及び会計事務に従事する。 

     （７） その他職員  指定障害福祉サービスの提供のため必要に応じて上記職員に加えて

職員を配置する。 

 

第 ５ 章  サービス内容及び利用者から受領する費用の額 

（サービスの内容） 

第１３条   本事業所で行う指定短期入所支援の内容は次のとおりとする。 

     （１） 食事の提供 

     （２） 入浴又は清拭 
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     （３） 身体等の介護 

     （４） 生活相談 

     （５） 健康管理 

 

（利用者から受領する費用の額） 

第１４条   事業者は、指定障害福祉サービスを提供し法定代理受領を行う場合は、サービス提供の

実績に基づき利用者から指定障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払いを受けるも

のとする。 

２  事業者は、指定障害福祉サービスを提供し法定代理受領を行わない場合は、利用者から

指定障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額全ての支払いを受ける

ものとする。この場合、その提供した指定障害福祉サービスの内容、費用の額その他必要

と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 

    ３  事業者は、前２項の支払いを受ける額のほか、指定障害福祉サービスにおいて提供され

る便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払いを利用者から受けるものとす

る。 

             ア 食事の提供に要する費用（食事提供体制加算対象者については、食材料のみの負担

とする。）      朝食：４６５円  昼食：５５５円  夕食：５２５円 

               （うち、食材料費は朝食：２７８円、昼食は 350 円、夕食は３３２

円とする。） 

       イ 光熱水費      ４５０円／日 

       ウ 日用品その他の日常生活費（日常生活において通常必要となるものに係る費用であ

って、その利用者が負担することが適当と認められるもの）   実 費  

    ４  事業者は、前３項の費用支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し

交付するものとする。 

５  事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対

し、当該サービスの内容及び費用の額について重要事項説明書に基づき説明を行い、利用

者の同意を得るものとする。 

    ６  サービスの利用料及び費用は、日割りによって計算した合計額を翌月末までに利用者の

指定金融機関の口座からの自動引落とし、直接施設の窓口で支払い又は施設指定の金融機

関の口座に振込むものとする。 

 

第 ６ 章  通常の事業の実施地域 

（通常の事業の実施地域） 

第１５条   通常の事業の実施地域は、原則岡山県全域とする。 

２  希望者には倉敷市内において送迎サービスを実施するが、職員及び送迎車両の確保が困

難な場合は、利用者からの依頼を断ることができる。 

 

第 ７ 章  サービス利用に当たっての留意事項 

（利用契約） 

第１６条   施設の利用は、障害者総合支援法に基づき本人及び成年後見人又はその家族等と事業者

との契約によるものとする。 

 

（サービスの提供の終了） 



 - 5 - 

第１７条   次の場合、市町村に連絡し、契約終了の措置を講じるとともに、関係者に連絡するもの

とする。 

     （１） 利用者及び成年後見人又はその家族等から契約解除の申出があったとき。 

     （２） 利用者が無断で２０日以上利用せず、各種の支援によっても利用の見込みがないと

き。 

     （３） 利用者がけがや病気で病院等に入院し、３ヶ月を超えた場合又は３ヶ月以内に退院

の見込みがないとき。 

     （４） 利用者が、利用料金を事業所からの督促に関わらず、３ヶ月以上滞納したとき。 

     （５） 利用者本人や他の利用者の生命・身体及び財物等に多大の損害を与えたとき又はそ

の恐れがあるとき。 

     （６） 利用者が死亡したとき。 

    ２  前項の措置を行うとき、各市町村の関係機関と連絡協議し、サービスの提供を終了する

手続きを行うものとする。 

 

（規則の遵守） 

第１８条   利用者又はその家族等は、この規程に定めるもののほか、管理者が定める規則を遵守す

るものとする。 

 

（外出・欠勤） 

第１９条   利用者が、外出または欠勤しようとするとき、原則としてその都度、所定の申請書に必

要事項を記入し、管理者に届け出て承認を受けなければならない。 

（面 会） 

第２０条   利用者が、家族等やその他外来者と面会しようとするときは、その旨を管理者に届け出、

指定された場所で面会するものとする。 

 

（私物、危険物の取り扱い） 

第２１条   利用者が必要とする物品は、原則として、各人の責任において保管管理するものとする。

ただし、貴重品・現金・刃物類等は、利用者又はその家族等の申し出により、致し方ない

理由の場合に限り、施設で管理することができるものとする。 

    ２  自己や他の利用者に危害や損害を与えることが予想される場合、利用者から危険な物品

を預かり、事業所で管理することができるものとする。 

    ３  利用者又はその家族等は、無断で火薬・薬品・油類・その他の危険物（ストーブを含む）

を、施設内に持ち込むことはできないものとする。 

 

（禁止行為） 

第２２条   利用者は、施設内において、次の行為をしてはならないものとする。 

     （１） 他人の生命や身体、財物に損害を与える行為 

     （２） 喧嘩、口論、泥酔等他人の迷惑になる行為 

     （３） 指定された場所以外で、火気を使用すること及び喫煙 

     （４） 施設内の秩序、風紀を乱し、安全な生活を害する行為 

 

（損害賠償） 

第２３条   利用者が故意又は過失によって施設や個人の財物を毀損又は亡失した場合、利用者又は
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その家族等は損害を賠償するものとする。ただし、管理者は事情により、その賠償を減免

することができるものとする。 

 

第 ８ 章  緊急時の対応及び非常災害対策 

（緊急時における対応） 

第２４条   職員は、現に指定障害福祉サービスの提供を行っているとき、利用者に急な病気やけが

或いは健康状態の急変が生じた場合、その他緊急事態が生じた際は、速やかに医療機関へ

の連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。 

    ２  前項の場合、事業者は、岡山県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行い、状況・経

過の説明を行い、必要な協力を依頼することとする。 

    ３  事業者は、利用者に対する現に指定障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合

は岡山県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるもの

とする。 

    ４  前項の事故の場合、事業者は、状況及び事故に際して採った処置について、記録するも

のとする。 

    ５  事業者は利用者に対する指定障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第２５条   事業者は、利用者の生命と安全を確保することを最優先課題とし、あらゆる災害に対し

て安全対策を講じるものとする。また利用者の状態及び地域の自然的社会的条件を踏まえ、

想定される非常災害の種類ごとに、その規模及び被害の程度に応じた当該非常災害への対

応に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制

を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。 

     （１） 消防計画の作成と届出 

       ア 防火管理者は「消防計画」を作成し、所轄消防署に届け出る。 

       イ 事業所の火災報知機の作動により、自動的に消防署に通報される通報装置を設置す

る。 

     （２） 防災訓練 

       ア 訓練は、通報訓練・消防訓練・避難訓練・総合訓練とし、少なくとも年２回、利用

者・職員の避難訓練及び消火訓練を行うものとする。 

       イ 避難訓練は日中を想定し、自力避難の困難な者の救出を重点に実施する。 

     （３） 防火義務設置設備の整備 

         防火設備は消防法令に基づき適正に設置・維持管理するとともに、資格を有する者

が定期的に点検を行う。 

 

第 ９ 章  その他運営に関する重要事項 

（苦情解決） 

第２６条   施設は、その提供した指定障害福祉サービスに関する利用者又はその家族等からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、必要な措

置を講じるものとする。 

    ２  事業者は、その提供した指定障害福祉サービスに関し、障害者総合支援法第１０条第１

項の規定により市町村が、又は障害者総合支援法第 48 条第 1 項の規定により、岡山県知
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事又は市町村長が行う報告もしくは文書その他の物件の提出もしくは提示の命令、又は当

該職員からの質問もしくは事業所の設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及

び利用者又はその家族等からの苦情に関して市町村、又は岡山県知事又は市町村長が行う

調査に協力するとともに、市町村、又は岡山県知事又は市町村長から指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なうものとする。 

    ３  事業者は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８５条の規定によ

り行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。 

 

（秘密保持） 

第２７条   職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を洩らし

てはならない。 

    ２  事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族等の秘密を洩らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。 

    ３  事業者は、他の事業所等に対して、利用者又はその家族等に関する情報を提供する際は、

あらかじめ文書により利用者又はその家族等の同意を得ておくものとする。 

 

（勤務体制の確保） 

第２８条   事業者は、利用者に対し適切な指定障害福祉サービスを提供できるよう、指定障害福祉

サービスの種類ごとに、職員の勤務体制を定めておくものとする。 

    ２  事業者は、指定障害福祉サービスの種類ごとに、当該事業所の職員によって指定障害 

福祉サービスを提供するものとする。但し、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務に

ついてはこの限りでないものとする。 

    ３  事業者は、職員の資質向上のために、その研修の機会を確保するものとする。 

（記録の整備） 

第２９条   事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 

    ２  事業者は、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供に関する諸記録を整備し、完結

の日から５年間保存するものとする。 

 

（サービスの質の確保） 

第３０条   事業者は、管理者を含む職員によりサービス自主評価を実施するとともに、評価で明ら

かになった課題の改善に努めるものとする。 

 

（その他） 

第３１条   この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業者と本事業所の管理者との

協議に基づいて定める。 

 

（改 正） 

第３２条   この規程の改正は、法人理事会の議決により行う。但し、法令等の改正による運営規程

の変更について適宜理事会に諮ることが困難な場合、語句の訂正及び加筆等の簡易な場合

に限り、直近の理事会に報告し事後承認を得るものとする。 

 

附  則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 
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この規程は、平成２１年４月１日から改正・施行する。 

この規程は、平成２４年６月１日から改正・施行する。 

この規程は、平成２５年６月１日から改正・施行する 

この規程は、平成２６年４月１日から改正・施行する 

この規程は、平成２９年 11 月１日から改正・施行する。 

この規程は、令和 １年７月１日から改定・施行する。 


